
平成 ３１ 年  １ 月 ２６ 日 

一般社団法人 北海道建築士会 

北見支部事務局 

会 員 各 位 様 
 

『報告』平成３１年１月 21 日（月）北見市役所において、「一般社団法人北海道建

築士会北見支部」及び「一般社団法人北海道建築士事務所協会北見支部」と「北見市」

との間で、災害時応急危険度判定活動連携協定を結びました。 
 

 一般社団法人北海道建築士会は、平成 23 年の東日本大震災において、当時、行政職員の

派遣のみに留まっていた現状を踏まえ、より一層充実した支援活動体制の確立のため応急危

険度判定士の派遣拡大を目的に、被災地応急支援委員会を常設しました。 

 

北見支部では、応急支援活動が迅速・的確に行えるよう「北見市」に本協定の締結を提案

していたところです。 

 

今回の協定により、従来は「北海道」を通じて北海道建築士会本部からの応援要請だった

ものが、今後は「北見市」から直接、北見支部に要請することが出来るようになり、迅速な

対応が期待されます。 

 

支部会員で判定士の方は、災害時における判定活動へのご協力をよろしくお願いします。 

 

 

 

 


